
平成２９年

第４回市議会定例会 議案第１１号

函館市都市公園条例の一部改正について

函館市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２９年１２月１日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市都市公園条例の一部を改正する条例

函館市都市公園条例（昭和３３年函館市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表２備考および別表３備考第１項中「１平方メートル未満」を「

０．０１平方メートル未満」に，「１平方メートルとして」を「その全

面積またはその端数の面積を切り捨てて」に改める。

別表４中「４３０」を「４４０」に，「６６０」を「６８０」に，「

９００」を「９２０」に，「３９０」を「４００」に，「６２０」を「

６３０」に，「８５０」を「８７０」に，「３９」を「４０」に，「

７７０」を「７９０」に，「１６」を「１７」に，「２３」を「２４」
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に，「９３」を「９５」に，「１６０」を「１７０」に，「２３０」を

「２４０」に，「４６０」を「４７０」に，「３２０」を「３３０」に，

「１９」を「１７」に，「１９０」を「１７０」に改め，同表備考第４

項中「１メートルもしくは１平方メートル」を「０．０１メートルもし

くは０．０１平方メートル」に，「１メートルまたは１平方メートルと

して」を「その全長もしくは全面積またはその端数の長さもしくは面積

を切り捨てて」に改める。

別表７備考第２項中「１平方メートル未満」を「０．０１平方メート

ル未満」に，「１平方メートルとして」を「その全面積またはその端数



の面積を切り捨てて」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の別表２から別表４までおよび別表７の規定は，この条例の

施行の日以後の使用または占用に係る使用料および占用料について適

用し，同日前の使用または占用に係る使用料および占用料については，

なお従前の例による。

３ 前項に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な経過措置は，

市長が定める。

（提案理由）

都市公園の占用料の額を改定し，および使用面積等の計算方法を改め

るため


